
令和５年 ４月１日より 道路交通法が一部改正されます。

自転車の乗車用ヘルメットの着用が「努力義務」になります。

これまで
13歳未満の子どもを対象に保護者が着用させるよう努めなければならない

2023年 4月から
年齢を問わず自転車に乗る全ての人にヘルメットの着用が努力義務化

自転車の安全利用五則が変わりました。

⑤ヘルメットの着用は全年齢対象です。

ヘルメットの着用は全年齢対象です。

小学生はもちろん中学生も､高校生も、

大人も


